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八
月
末
発
表
の
「
し
ん
ぐ
る
ま
ざ
あ
ず
・
ふ
ぉ
ー
ら
む
」
の
調
査

結
果
に
は
、
あ
ら
た
め
て
驚
か
さ
れ
た
。「
一
斉
休
校
で
給
食
が
利

用
で
き
な
く
な
っ
た
た
め
、
一
日
の
食
事
の
回
数
が
減
っ
た
」
と
回

答
し
た
人
は
一
八
％
、「
一
回
の
食
事
の
量
が
減
っ
た
」
は
一
五
％
、

「
炭
水
化
物
だ
け
の
食
事
が
増
え
た
」
は
五
〇
％
。
労
働
政
策
研

究
・
研
修
機
構
（
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
）
の
八
月
調
査
で
は
、
コ
ロ
ナ
禍
で
雇

用
や
収
入
に
影
響
を
受
け
た
労
働
者
は
四
一
％
だ
っ
た
が
、
こ
の
調

査
で
は
、
母
子
世
帯
へ
の
影
響
は
七
一
％
に
の
ぼ
る
。
コ
ロ
ナ
禍
は
、

と
り
わ
け
、
低
所
得
あ
る
い
は
生
活
基
盤
が
�
弱
な
人
び
と
を
直
撃

し
た
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
母
子
世
帯
を
含
む
子
育
て
世
帯
の
貧
困
は
、
改
善
し
つ
つ

あ
っ
た
は
ず
で
は
な
か
っ
た
か
。
た
し
か
に
「
相
対
的
貧
困
率
」
は
、

二
〇
一
六
年
調
査
で
も
二
〇
一
九
年
調
査
で
も
、
子
育
て
世
帯
全
般

だ
け
で
な
く
、
一
人
親
世
帯
に
つ
い
て
も
下
が
っ
て
い
る
。
安
倍
前

首
相
が
こ
れ
を
安
倍
政
権
の
功
績
と
し
て
強
調
し
た
こ
と
も
記
憶
に

新
し
い
。
だ
が
、
本
当
に
低
所
得
や
生
活
基
盤
の
�
弱
が
改
善
さ
れ

て
い
た
ら
、
コ
ロ
ナ
禍
が
直
ち
に
〈
食
事
を
減
ら
す
〉
レ
ベ
ル
に
結

び
つ
く
は
ず
は
な
い
。

　

も
と
よ
り
、
問
題
は
母
子
世
帯
だ
け
で
は
な
い
。
コ
ロ
ナ
禍
に
よ

る
収
入
激
減
で
食
事
も
と
れ
ず
、
文
字
通
り
無
一
文
で
緊
急
の
援
助

が
必
要
な
人
び
と
が
、
各
地
の
生
活
相
談
に
お
と
ず
れ
て
い
る
。

　

貧
困
と
生
活
基
盤
の
�
弱
は
本
当
に
改
善
し
て
い
る
の
か
。
も
し

そ
う
で
な
い
と
し
た
ら
、
貧
困
と
生
活
基
盤
�
弱
の
中
心
問
題
は
何

な
の
か
。
こ
の
小
文
で
は
、
相
対
的
貧
困
率
の
改
善
の
要
因
を
検
討

す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
約
一
割
の
低
所
得
人
口

の
所
得
が
改
善
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
を
向
け
、
労
働
市
場
の

現
状
を
探
る
。
ま
た
紙
幅
が
許
す
範
囲
で
、「
ふ
つ
う
」
の
生
活
が

困
難
な
人
口
が
数
割
の
規
模
で
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
影
響
を
考

え
た
い
。
社
会
保
障
の
縮
小
を
除
け
ば
、
そ
の
中
心
的
要
因
は
男
性

賃
金
の
大
幅
下
落
と
女
性
の
異
常
な
低
賃
金
の
持
続
で
あ
る
。
主
に

現
役
世
代
の
所
得
と
賃
金
水
準
に
焦
点
を
あ
て
、
関
連
す
る
社
会
保

険
制
度
に
ふ
れ
な
が
ら
議
論
を
す
す
め
た
い
。

国
民
生
活
基
礎
調
査
に
見
る
格
差
の
拡
大
と
固
定
化

　

七
月
に
発
表
さ
れ
た
二
〇
一
九
年
の
「
国
民
生
活
基
礎
調
査
」
に

よ
れ
ば
、「
相
対
的
貧
困
率
」
は
一
五・四
％
で
、
二
〇
一
五
年
の
一

五・
七
％
よ
り
わ
ず
か
に
下
が
っ
た
（
新
基
準
が
別
に
示
さ
れ
て
い
る
が
比

較
の
た
め
旧
基
準
。
前
年
の
所
得
が
調
査
対
象
の
た
め
、
表
記
は
調
査
年
の
前
年
）。

算
定
基
準
で
あ
る
「
貧
困
線
」
は
二
〇
一
五
年
よ
り
も
実
質
値
で
上

が
っ
て
い
る
た
め
、
貧
困
線
付
近
の
低
所
得
層
に
つ
い
て
は
、
二
〇

一
五
年
よ
り
所
得
が
改
善
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
前
回
の

二
〇
一
二
年
か
ら
二
〇
一
五
年
で
は
、
貧
困
線
が
大
き
く
下
が
っ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
相
対
的
貧
困
率
は
わ
ず
か
し
か
減
ら
ず
、
人
び

と
の
所
得
状
態
は
実
質
的
に
悪
化
し
て
い
た
。
安
倍
前
首
相
が
こ
れ

を
自
慢
し
て
み
せ
た
の
は
、
意
図
的
な
政
治
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
か
、

そ
う
で
な
け
れ
ば
無
知
で
あ
る
。
な
お
相
対
的
貧
困
率
は
「
等
価
可

処
分
所
得
」
の
分
布
に
よ
っ
て
算
定
す
る
が
、
こ
れ
は
、
世
帯
の
可

処
分
所
得
を
そ
の
一
人
一
人
の
成
員
の
可
処
分
所
得
へ
と
変
換
し
た

も
の
で
あ
る
。
厚
労
省
は
経
済
協
力
開
発
機
構
（
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
）
に
な
ら

い
、
世
帯
可
処
分
所
得
を
世
帯
人
数
の
平
方
根
で
割
っ
た
値
を
こ
れ

に
当
て
て
い
る
。
等
価
可
処
分
所
得
を
多
い
方
か
ら
順
番
に
並
べ
て
、

中
央
に
来
る
値
の
半
分
を
貧
困
線
と
し
、
そ
れ
未
満
の
人
口
割
合
を

相
対
的
貧
困
率
と
す
る
。
所
得
分
布
が
全
体
と
し
て
低
い
方
に
シ
フ

ト
す
れ
ば
、
貧
困
線
も
下
が
る
。
少
し
長
い
タ
イ
ム
ス
パ
ン
で
み
る

と
、
一
九
九
七
年
は
貧
困
線
が
一
三
〇
万
円
で
あ
り
（
一
九
八
五
年
の

消
費
者
物
価
に
よ
る
値
）、
相
対
的
貧
困
率
は
一
四・
六
％
だ
っ
た
。
二

〇
一
八
年
で
は
そ
れ
が
一
〇
八
万
円
と
一
五・
四
％
だ
か
ら
、
人
び

と
の
所
得
状
態
が
大
き
く
悪
化
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

で
は
、
二
〇
一
五
年
か
ら
二
〇
一
八
年
へ
の
所
得
分
布
の
改
善
は

ど
う
し
て
生
じ
た
の
か
。
二
〇
一
二
年
か
ら
二
〇
一
五
年
で
は
、
安

倍
首
相
（
当
時
）
は
、
賃
金
を
あ
げ
る
政
権
の
努
力
が
み
の
っ
た
、

と
二
重
に
間
違
っ
た
こ
と
を
言
っ
た
が
、
今
回
は
賃
金
上
昇
が
あ
っ

た
の
か
。
給
与
総
額
（
五
人
以
上
事
業
所
）
を
み
る
毎
月
勤
労
統
計
の

実
質
賃
金
指
数
で
は
、
二
〇
一
五
年
の
一
〇
〇
に
対
し
て
、
二
〇
一



98世界 SEKAI 2 0 2 0 . 1 299 極貧がつくられる社会と雇用

図1　児童のいる世帯 実質等価可処分所得 十分位値の推移  1997年＝100
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図3　雇用保険失業給付 離職指標（資格喪失者､離職票交付）と
給付指標（初回受給者､受給実人員）の乖離（一般被保険者 1998年＝100）
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図2　 離職期間1年未満転職入職者のうちの離職期間1カ月以内の割合
　フル・パート計（雇用動向調査）
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八
年
は
一
〇
〇・
八
で
あ
っ
た
。
こ
の
程
度
の
上
昇
で
は
、
貧
困
線

周
辺
の
人
び
と
の
所
得
が
実
際
に
上
が
る
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

　

こ
の
点
で
ま
ず
重
要
な
の
は
、
こ
の
三
年
間
で
最
低
賃
金
が
六
一

円
（
二
〇
一
五
年
消
費
者
物
価
に
よ
る
実
質
値
）
上
が
っ
た
こ
と
で
あ
る
（
上

昇
率
七・六
％
）。
全
体
の
賃
金
は
停
滞
し
た
が
、
低
賃
金
部
分
の
時
給

は
上
昇
し
た
。
詳
細
は
省
く
が
、
全
体
と
し
て
、
時
給
換
算
で
最
低

賃
金
額
の
二
〇
～
二
五
％
増
し
以
下
の
範
囲
に
い
る
労
働
者
層
が
影

響
を
受
け
た
と
推
定
さ
れ
る
。
な
お
、
二
〇
一
二
年
か
ら
二
〇
一
五

年
の
最
賃
の
実
質
上
昇
は
一
三
円
で
あ
り
、
実
質
賃
金
指
数
は
、

四・三
ポ
イ
ン
ト
の
減
少
で
あ
っ
た
。

　

第
二
に
、
八
〇
歳
以
上
世
帯
主
の
世
帯
を
除
き
、
世
帯
の
中
で
の

有
業
の
割
合
が
増
え
た
。
子
育
て
中
の
女
性
、
七
〇
代
ま
で
の
高
齢

者
、
お
よ
び
学
生
の
有
業
率
が
上
が
っ
て
い
る
。
一
五
歳
以
上
就
業

率
の
増
分
は
、
二
〇
一
二
年
～
一
五
年
の
一・
二
ポ
イ
ン
ト
に
対
し
、

二
〇
一
五
年
～
一
八
年
は
二・四
ポ
イ
ン
ト
で
あ
っ
た
。

　

た
と
え
ば
、
世
帯
所
得
第
一
五
分
位
（
世
帯
所
得
で
下
位
二
〇
％
）
に

属
す
る
子
育
て
世
帯
の
平
均
有
業
人
数
は
、
二
〇
一
二
年
一・
二
六

人
、
二
〇
一
五
年
一・
三
九
人
、
二
〇
一
八
年
一・
四
七
人
で
あ
る

（
国
民
生
活
基
礎
調
査
デ
ー
タ
か
ら
推
計
）。
児
童
が
い
る
低
所
得
世
帯
の
所

得
分
布
は
、
全
体
の
状
態
が
悪
化
し
た
二
〇
一
二
年
か
ら
二
〇
一
五

年
に
か
け
て
も
改
善
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

　

大
学
、
短
大
、
専
修
学
校
等
の
学
生
の
有
業
率
は
、
二
〇
一
五
年

頃
か
ら
大
き
く
増
え
た
。
学
生
労
働
者
の
七
五
％
は
親
元
か
ら
通
う

自
宅
生
で
あ
り
（
労
働
力
調
査
二
〇
一
九
年
）、
そ
う
し
た
家
庭
の
世
帯

所
得
は
三
二
％
が
六
〇
〇
万
円
未
満
で
あ
る
（
二
〇
一
七
年
就
業
構
造
基

本
調
査１

）。
学
生
労
働
者
の
家
庭
で
は
母
親
の
有
業
率
も
高
い
。
そ
う

し
た
「
多
就
業
化
」（
蓑
輪
明
子
「
新
自
由
主
義
時
代
に
お
け
る
家
族
の
多
就
業

化
と
新
し
い
家
族
主
義
の
登
場
」『
現
代
思
想
』
四
一
四
二
号
）
に
よ
っ
て
、
学

費
と
生
活
費
を
支
え
る
世
帯
が
増
え
た
。
多
就
業
化
の
進
展
は
、
関

連
す
る
階
層
の
所
得
状
態
を
改
善
し
た
が
、
他
方
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ

る
学
生
労
働
者
や
主
婦
労
働
者
の
収
入
減
を
耐
え
が
た
い
も
の
と
し

た
の
で
あ
る
。
非
正
規
労
働
者
の
解
雇
／
休
業
は
、
多
就
業
化
に
よ

る
働
き
手
を
吸
収
し
た
サ
ー
ビ
ス
職
、
販
売
職
に
集
中
し
た
。

■
相
対
的
貧
困
率
で
は
見
え
な
い
〈
下
一
割
〉
の
格
差
固
定

　

次
に
、
相
対
的
貧
困
率
の
変
化
で
は
表
せ
な
い
、
さ
ら
に
低
い
所

得
の
人
び
と
の
動
向
を
検
討
し
た
い
。
用
い
る
の
は
、
相
対
的
貧
困

率
算
定
と
同
じ
等
価
可
処
分
所
得
の
分
布
で
あ
る
。
発
表
さ
れ
て
い

る
集
計
表
を
元
に
、「
児
童
の
い
る
世
帯
」
の
等
価
可
処
分
所
得
の

実
質
値
分
布
を
求
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
調
査
年
の
「
十
分
位
階
層
」
の

境
界
値
（
＝
「
十
分
位
値
」）
を
出
し
、
そ
れ
を
指
数
表
示
に
し
た
の
が

図
１
で
あ
る
。
一
九
九
七
年
か
ら
の
減
り
方
は
、
上
層
ほ
ど
小
さ
く

下
層
ほ
ど
大
き
い
。
所
得
格
差
の
系
統
的
、
持
続
的
な
拡
大
が
明
ら

か
で
あ
る
。
な
か
で
も
第
一
十
分
位
値
は
二
〇
一
八
年
で
対
一
九
九

七
年
比
が
七
六・
六
と
非
常
に
低
く
、
二
〇
一
五
年
よ
り
も
下
が
っ

て
い
る
。
な
お
、
名
目
値
で
見
る
と
二
〇
一
八
年
の
第
一
十
分
位
値

は
一
〇
一
万
円
で
あ
る
（
貧
困
線
一
二
七
万
円
）。

　

第
一
十
分
位
値
は
下
位
一
〇
％
の
人
び
と
の
等
価
可
処
分
所
得
の

上
限
値
で
あ
り
、
他
方
、
相
対
的
貧
困
率
は
こ
こ
し
ば
ら
く
は
一
五

％
、
一
六
％
程
度
で
あ
る
た
め
、
貧
困
線
未
満
の
人
口
の
下
三
分
の

実
質
値
で
な
が
め
る
と
、
児
童
が
い
る
世
帯
で
こ
の
範
囲
に
い
る
人

び
と
の
割
合
は
、
二
〇
〇
六
年
〇・八
％
、
二
〇
〇
九
年
一・五
％
、

二
〇
一
二
年
一・
六
％
、
二
〇
一
五
年
二・
〇
％
、
二
〇
一
八
年
二・

六
％
と
増
え
続
け
て
い
る
。
一
人
親
世
帯
に
限
る
と
、
そ
の
割
合
は
、

二
〇
〇
六
年
九・一
％
が
二
〇
一
二
年
は
四・四
％
に
下
が
っ
た
が
、

そ
の
後
、
二
〇
一
五
年
五・〇
％
、
二
〇
一
八
年
七・三
％
と
上
昇
し

て
い
る
。
コ
ロ
ナ
禍
以
前
で
も
、
十
分
な
食
事
が
と
れ
て
い
た
と
は

思
え
な
い
所
得
水
準
で
あ
る
。

　

格
差
拡
大
と
下
位
一
割
の
貧
困
固
定
は
、
児
童
の
い
る
世
帯
だ
け

の
こ
と
で
は
な
い
。
人
口
全
体
に
つ
い
て
も
、
同
じ
操
作
で
作
っ
た

グ
ラ
フ
は
同
様
の
形
と
な
り
、
第
一
十
分
位
値
の
指
数
は
、
二
〇
一

二
年
七
九・
八
、
二
〇
一
五
年
七
七・
七
、
二
〇
一
八
年
七
七・
九
と

大
き
く
下
が
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。

　

人
口
全
体
に
つ
い
て
さ
ら
に
細
か
く
推
計
し
て
み
る
と
、
二
〇
一

五
年
か
ら
一
八
年
に
か
け
て
の
実
質
等
価
可
処
分
所
得
の
増
減
の
境

目
は
、
全
世
帯
で
は
下
か
ら
九
％
の
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

子
育
て
世
帯
で
は
下
か
ら
一
一
％
が
境
目
だ
。
低
所
得
層
で
も
こ
の

境
目
よ
り
所
得
が
多
い
人
び
と
は
、
二
〇
一
五
年
以
降
に
少
し
の
改

善
が
あ
り
、
そ
れ
が
相
対
的
貧
困
率
の
減
少
に
な
っ
て
現
れ
た
の
で

あ
る
。

　

こ
の
間
、
母
子
世
帯
の
母
親
の
有
業
率
は
上
昇
し
、
期
限
無
し
雇

用
と
一
年
以
上
雇
用
の
割
合
も
増
え
て
、
平
均
所
得
は
増
え
て
い
る

二
ほ
ど
の
所
得
が

大
き
く
下
が
っ
た

ま
ま
取
り
残
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
な
お
第
一

十
分
位
に
は
、
生

活
保
護
を
利
用
す

る
児
童
が
い
る
世

帯
の
人
び
と
は
、

ほ
と
ん
ど
含
ま
れ

て
い
な
い２
。

　

国
民
生
活
基
礎

調
査
で
は
、
等
価

可
処
分
所
得
の
最

も
低
い
集
計
金
額

階
級
は
〈
四
〇
万

円
未
満
〉
で
あ
る
。
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が
（
国
民
生
活
基
礎
調
査
）、
世
帯
所
得
上
位
一
割
と
下
位
一
割
の
格
差

は
二
〇
一
六
年
か
ら
二
〇
一
八
年
に
か
け
て
拡
大
し
て
い
る
（
Ｊ
Ｉ

Ｌ
Ｐ
Ｔ
「
第
五
回
子
育
て
世
帯
全
国
調
査
」）。
こ
れ
も
関
連
し
た
事
態
で
あ

ろ
う
。

　

消
費
支
出
の
水
準
が
非
常
に
低
い
人
び
と
の
割
合
に
注
目
し
よ
う
。

母
子
三
人
世
帯
で
消
費
支
出
が
月
額
一
五
万
円
未
満
の
割
合
（
二
〇

一
五
年
基
準
に
よ
る
実
質
値
）
は
、
二
〇
一
三
年
二
八・
八
％
、
二
〇
一

六
年
三
一・
九
％
、
二
〇
一
九
年
三
四・
二
％
と
増
え
て
い
る
（
国
民

生
活
基
礎
調
査
）。
ち
な
み
に
、
二
〇
一
八
年
の
生
活
保
護
利
用
母
子

世
帯
の
消
費
支
出
平
均
は
一
七・
六
万
円
（
世
帯
平
均
人
員
二・五
八
人
。

「
社
会
保
障
生
計
調
査
」）
で
あ
る
。
高
齢
者
世
帯
と
一
人
親
世
帯
と
を
除

く
三
人
世
帯
全
体
で
も
、
消
費
支
出
一
五
万
円
未
満
は
、
二
〇
一
三

年
一
一・
五
％
、
二
〇
一
六
年
一
〇・
三
％
、
二
〇
一
九
年
一
一・
五

％
と
高
い
ま
ま
だ
。
な
お
、
生
活
保
護
利
用
三
人
世
帯
の
消
費
支
出

平
均
は
、
二
〇
一
八
年
度
で
一
七・八
万
円
で
あ
る
。

　

最
低
賃
金
が
上
が
り
、
多
就
業
化
が
進
ん
で
い
る
な
か
で
、
約
一

割
と
い
う
、
小
さ
く
な
い
規
模
の
人
口
の
格
差
拡
大
・
所
得
停
滞
／

減
少
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
重
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
水
準
の

低
所
得
世
帯
の
有
業
人
員
の
増
減
、
就
業
時
間
の
増
減
、
就
業
環
境

の
詳
細
な
ど
は
、
国
民
生
活
基
礎
調
査
の
集
計
表
の
範
囲
で
は
わ
か

ら
な
い
。
こ
の
部
分
で
は
有
業
人
員
、
就
業
時
間
は
増
え
て
い
な
い

可
能
性
も
高
く
、
就
業
の
不
安
定
性
が
拡
大
し
て
い
る
可
能
性
は
高

い
。

■
細
切
れ
／
不
安
定
就
業
の
拡
大

　

関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
就
業
環
境
の
現
状
を
い
く
つ
か
な
が
め
よ

う
。
短
時
間
就
業
の
割
合
が
男
女
と
も
に
増
え
て
い
る
。
週
間
三
五

時
間
未
満
就
業
労
働
者
と
不
規
則
就
業
の
労
働
者
の
合
計
は
、
一
九

八
七
年
一
三
％
、
一
九
九
七
年
一
九
％
、
二
〇
〇
七
年
二
四
％
、
二

〇
一
七
年
二
九
％
と
大
き
く
上
昇
し
た
。
二
五
～
五
九
歳
に
か
ぎ
っ

た
二
〇
〇
七
年
か
ら
の
一
〇
年
間
で
も
、
男
性
五
％
か
ら
九
％
、
女

性
三
八
％
か
ら
四
〇
％
へ
の
増
加
で
あ
る
（
就
業
構
造
基
本
調
査
）。

　

強
い
社
会
的
規
制
、
法
的
規
制
が
な
い
状
態
で
、
不
規
則
就
業
と

短
時
間
就
業
が
増
え
る
と
、
生
活
可
能
な
賃
金
水
準
を
雇
用
主
に
求

め
る
社
会
規
範
は
�
弱
化
す
る
。
労
働
力
の
細
切
れ
売
買
は
、
労
働

力
を
単
純
な
商
品
と
し
て
扱
う
傾
向
を
強
め
る
の
で
あ
る
。
コ
ロ
ナ

禍
に
よ
る
膨
大
な
無
補
償
休
業
は
、〈
不
規
則
＋
短
時
間
〉
労
働
が

無
規
制
状
態
で
拡
大
し
て
い
た
こ
と
抜
き
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
本

来
、
シ
フ
ト
勤
務
と
い
え
ど
も
労
働
条
件
を
明
示
し
た
雇
用
契
約
に

制
約
さ
れ
る
が
、
そ
れ
を
無
視
し
て
、
労
働
需
要
が
発
生
し
た
と
き

だ
け
の
、
そ
の
都
度
の
労
働
力
売
買
関
係
で
あ
る
か
の
よ
う
に
あ
つ

か
う
事
業
主
が
増
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

労
働
条
件
が
悪
い
職
で
は
離
職
、
転
職
の
頻
度
が
増
え
る
。
離
職

者
の
内
訳
も
、
労
働
条
件
の
悪
い
人
び
と
の
比
重
が
高
く
、
特
に
男

性
の
場
合
、
転
職
者
の
所
得
分
布
は
労
働
者
全
体
の
所
得
分
布
よ
り

も
ず
っ
と
低
い
。「
雇
用
動
向
調
査
」
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
八
年
の

離
職
者
中
、
短
時
間
労
働
者
の
割
合
は
四
三
％
（
一
九
九
八
年
は
二
六

％
）、
雇
用
期
限
の
定
め
有
り
の
割
合
は
四
九
％
（
二
〇
一
四
年
は
四
四

％
）
で
あ
っ
た
。
労
働
力
調
査
に
よ
れ
ば
、
一
年
以
内
離
職
者
の
う

ち
の
非
正
規
割
合
は
、
二
〇
〇
二
年
平
均
が
五
三
％
、
二
〇
一
九
年

平
均
は
六
一
％
で
あ
る
。
先
に
み
た
第
一
十
分
位
世
帯
に
属
す
る
有

業
者
で
は
、
お
そ
ら
く
、
離
転
職
は
日
常
茶
飯
事
で
あ
ろ
う
。

■
余
裕
の
な
い
離
転
職
の
増
大

　

転
職
も
ひ
ど
く
「
余
裕
」
の
な
い
も
の
に
変
わ
っ
た
。
図
２
は
、

離
職
期
間
一
年
未
満
で
転
職
し
た
労
働
者
に
つ
い
て
、
離
職
期
間
が

一
カ
月
未
満
の
割
合
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
転
職
に
要
す
る
期
間

と
し
て
は
ご
く
短
い
も
の
だ
が
、
二
〇
〇
〇
年
か
ら
二
〇
一
八
年
で

急
速
に
そ
の
割
合
を
高
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
二
〇
一
八
年
で

は
、
転
職
し
た
男
女
の
四
三
％
が
離
職
後
二
週
間
以
内
に
転
職
し
て

い
る
。
失
業
者
で
い
る
期
間
は
非
常
に
短
く
な
っ
た
。

　

平
均
の
問
題
と
し
て
み
た
場
合
、
二
週
間
や
一
カ
月
は
、
転
職
の

た
め
の
情
報
収
集
や
収
集
し
た
情
報
の
精
査
・
検
討
、
さ
ら
に
、
必

要
な
知
識
や
資
格
を
新
た
に
手
に
入
れ
る
う
え
で
十
分
な
期
間
と
は

言
え
な
い
だ
ろ
う
。
前
職
の
就
業
中
に
こ
う
し
た
準
備
を
す
る
の
は

容
易
な
こ
と
で
は
な
く
、
こ
れ
ほ
ど
の
短
い
期
間
で
は
、
ネ
ッ
ト
等

で
容
易
に
手
に
入
る
情
報
の
範
囲
で
の
職
探
し
と
な
る
可
能
性
が
高

い
。
よ
ほ
ど
条
件
が
よ
い
時
期
以
外
、
上
昇
的
な
転
職
は
例
外
的
で

あ
ろ
う
。

　

前
職
が
低
所
得
で
貯
蓄
も
な
く
、
離
職
に
よ
り
困
窮
し
て
い
る
、

あ
る
い
は
す
ぐ
に
困
窮
す
る
見
込
み
の
失
業
者
は
、
十
分
に
転
職
先

を
選
ぶ
余
裕
が
な
い
。
こ
れ
は
旧
来
か
ら
「
労
働
力
の
窮
迫
販
売
」

と
言
わ
れ
て
き

た
現
象
で
あ
り
、

蔓
延
す
る
と
、

雇
う
側
の
立
場

が
強
く
な
る
た

め
、
労
働
条
件

を
全
体
的
に
引

き
下
げ
る
と
言

わ
れ
て
い
る
。

筆
者
は
図
２
を

「
労
働
力
の
窮

迫
販
売
」
が
拡

大
し
つ
つ
あ
る

デ
ー
タ
と
解
釈

し
て
い
る
が
、

他
方
、「
雇
用

の
流
動
化
」
を

促
進
す
べ
く
、
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中
心
に
暮
ら
せ
る
た
め
に
は
、
ふ
だ
ん
の
賃
金
が
最
低
限
度
の
暮
ら

し
が
ギ
リ
ギ
リ
可
能
な
水
準
の
数
割
増
し
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

実
際
、
失
業
と
育
児
休
業
で
は
、
も
と
も
と
の
賃
金
が
低
く
、
保
険

給
付
で
は
暮
ら
せ
な
い
た
め
、
そ
う
し
た
給
付
を
受
け
る
〈
余
裕
〉

が
な
い
場
合
が
相
当
数
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

傷
病
手
当
は
通
常
の
賃
金
の
三
分
の
二
を
給
付
す
る
。
そ
れ
だ
け

で
不
足
す
る
場
合
に
は
、
生
活
保
護
を
受
け
な
い
限
り
、
医
療
費
に

も
事
欠
く
で
あ
ろ
う
し
、
無
理
を
し
な
が
ら
働
き
始
め
た
場
合
は
長

期
に
半
病
人
状
態
が
続
く
危
険
も
あ
る
。
メ
ン
タ
ル
不
調
で
傷
病
手

当
を
受
け
た
労
働
者
の
数
は
、
こ
の
二
〇
年
間
で
八・
六
倍
に
の
び

て
お
り
（「
協
会
け
ん
ぽ
」
資
料
。
各
年
一
〇
月
の
受
給
者
数
）、
こ
れ
は
職
場

の
状
態
悪
化
が
主
要
な
原
因
の
ひ
と
つ
と
考
え
て
無
理
は
な
い
。
低

賃
金
は
、
拡
大
す
る
ト
ラ
ブ
ル
へ
の
対
処
能
力
を
も
阻
害
す
る
の
で

あ
る
。

　

東
京
二
三
区
の
単
身
者
を
モ
デ
ル
に
推
計
す
る
と
、
生
活
保
護
制

度
が
想
定
す
る
最
低
生
活
費
を
確
保
で
き
る
賃
金
額
は
二
〇
一
五
年

で
二
三
三
万
円
、
傷
病
手
当
に
よ
る
可
処
分
所
得
が
最
低
生
活
費
を

下
回
ら
な
い
賃
金
額
は
三
〇
五
万
円
で
あ
っ
た
。
二
三
区
在
住
の
二

〇
～
六
四
歳
の
雇
用
者
で
賃
金
が
そ
れ
未
満
で
あ
る
割
合
を
推
計
し

た
と
こ
ろ
、
男
性
で
そ
れ
ぞ
れ
一
三
％
、
二
一
％
、
女
性
で
四
〇
％
、

四
五
％
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
年
額
約
三
〇
〇
万
円
と
い
う
数
字
は
〈
ふ
つ
う
〉
の
生
活

労
働
移
動
の
迅
速
化
を
推
進
し
て
き
た
厚
労
省
は
、
逆
に
「
失
業
な

き
労
働
移
動
」
の
実
現
と
高
く
評
価
す
る
だ
ろ
う３
。
こ
れ
は
大
き
な

論
争
点
と
な
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。

〈
ふ
つ
う
〉
未
満
の
暮
ら
し
が
奪
う
〈
余
裕
〉

お
り
、
そ
う
し
た
動
向
へ
の
転
換
は
二
一
世
紀
は
じ
め
の
数
年
間
に

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
図
に
は
な
い
が
、
現
在
、
失
業
給
付
を
受
け

て
い
る
の
は
失
業
者
の
二
割
強
だ
（
一
九
九
七
年
四
割
弱
）。
被
保
険
者

期
間
一
年
未
満
の
離
職
者
で
は
、
受
給
者
は
三
％
程
度
に
す
ぎ
な
い
。

多
く
の
離
職
者
、
失
業
者
が
失
業
給
付
を
あ
て
に
せ
ず
に
行
動
せ
ざ

る
を
得
な
い
状
況
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
二
〇
〇
〇
年
代
初
頭
に

三
回
の
大
き
な
制
度
改
正
が
あ
り
、
給
付
日
数
は
平
均
で
五
〇
日
ほ

ど
減
り
、
給
付
の
日
額
上
限
は
二
割
以
上
引
き
下
げ
ら
れ
た
。
給
付

資
格
も
狭
く
な
っ
て
い
る
。
非
正
規
増
は
こ
う
し
た
制
度
改
正
の
影

響
を
加
速
し
た
。

　

大
事
な
こ
と
は
、
前
職
が
低
賃
金
の
場
合
、
こ
の
よ
う
に
縮
ん
だ

失
業
給
付
を
受
け
る
〈
余
裕
〉
が
な
く
な
る
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

受
給
可
能
な
金
額
と
日
数
で
は
生
活
や
転
職
準
備
の
見
通
し
が
た
た

な
い
場
合
、
あ
る
い
は
、「
給
付
制
限
」
で
振
り
込
み
ま
で
合
計
四

カ
月
程
度
待
た
さ
れ
る
こ
と
に
耐
え
ら
れ
な
い
場
合
な
ど
は
、
相
当

額
の
貯
蓄
が
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、
他
の
世
帯
員
の
所
得
に
頼
る
こ

と
が
で
き
な
い
限
り
、
失
業
給
付
を
受
け
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。

労
働
力
の
窮
迫
販
売
が
生
じ
、
手
近
に
あ
る
職
に
急
い
で
就
く
の
は

不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。

■
社
会
保
険
給
付
を
受
け
ら
れ
る
〈
余
裕
〉

　

雇
用
保
険
だ
け
で
は
な
い
。
低
賃
金
労
働
者
が
社
会
保
険
事
故

（
失
業
、
傷
病
、
老
齢
退
職
、
育
児
休
業
な
ど
）
に
あ
っ
た
際
、
保
険
給
付
を

―
保
険
事
故
の
際
に
も
社
会
保
険
給
付
で
凌
ぎ
、
労
働
能
力
、
就

業
先
水
準
を
落
と
さ
ず
に
す
む
〈
余
裕
〉
を
も
つ
―
の
ミ
ニ
マ
ム

を
あ
ら
わ
す
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

な
お
周
知
の
よ
う
に
、
傷
病
手
当
は
被
用
者
保
険
（
健
康
保
険
、
協

会
け
ん
ぽ
、
各
種
共
済
）
の
「
被
扶
養
者
」
で
あ
る
労
働
者
に
は
適
用
さ

れ
な
い
。
だ
が
他
方
、「
多
就
業
化
」
で
家
計
を
維
持
す
る
短
時
間

労
働
者
は
増
加
し
て
い
る
た
め
、
現
在
の
被
保
険
者
資
格
で
は
実
情

に
あ
わ
な
い
。
ま
た
、
傷
病
手
当
制
度
は
国
民
健
康
保
険
に
は
存
在

し
な
い
が
、
世
帯
主
が
労
働
者
で
あ
る
国
保
世
帯
は
二
〇
一
八
年
度

で
五
二
一
万
世
帯
に
の
ぼ
っ
て
い
る
（「
国
民
健
康
保
険
実
態
調
査
」）。
社

会
保
険
加
入
義
務
が
狭
く
設
定
さ
れ
て
い
る
た
め
だ
が
、
こ
う
し
た

状
態
は
急
い
で
改
善
す
べ
き
だ
ろ
う
。

■
「
ふ
つ
う
」
の
ミ
ニ
マ
ム
と
最
低
限
度

　

実
は
、
こ
の
三
〇
〇
万
円
と
い
う
額
は
、
中
澤
秀
一
が
全
労
連
の

地
方
組
織
と
協
力
し
て
行
な
っ
た
「
最
低
生
計
費
調
査
」
の
数
値
と

ほ
ぼ
一
致
す
る
。
中
澤
調
査
は
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
バ
ス
ケ
ッ
ト
方
式
に

よ
る
「
ふ
つ
う
の
ミ
ニ
マ
ム
」
水
準
の
消
費
支
出
必
要
額
を
調
査
し

た
も
の
で
あ
り
、
必
要
な
消
費
費
目
と
そ
の
量
の
選
択
は
調
査
地
単

身
者
の
生
活
実
態
と
意
見
を
集
約
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。
地
方
で

は
自
動
車
が
「
ふ
つ
う
」
の
暮
ら
し
に
は
必
須
で
あ
り
、
大
都
市
部

は
必
要
で
は
な
い
。
し
か
し
大
都
市
は
住
宅
費
が
高
い
。
結
局
、
ど

の
地
域
で
も
必
要
生
計
費
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
っ
た
。
表
１
は
中
澤
調

　

転
職
者
の
離
職

期
間
が
短
く
な
っ

た
の
は
な
ぜ
か
。

　

図
３
は
雇
用
保

険
の
離
職
者
を
表

す
指
標
二
つ
（
被

保
険
者
資
格
喪
失
者

数
、
離
職
票
交
付

数
）
と
失
業
給
付

受
給
者
を
表
す
指

標
二
つ
（
初
回
受

給
者
、
受
給
実
人

員
）
を
指
数
表
示

し
た
も
の
で
あ
る４
。

離
職
者
は
増
え
て

い
る
が
、
受
給
者

は
大
幅
に
減
っ
て
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査
の
数
値
（
二

五
歳
単
身
世
帯　

盛
岡
市
（
二
級
地

―

１
））
と
生
活

保
護
利
用
単
身

者
の
消
費
支
出

（「
社
会
保
障
生
計

調
査
」
二
級
地
―

１
）
を
比
較
し

た
も
の
で
あ
る
。

　

表
１
は
、
社

会
保
険
給
付
額

の
検
討
と
は
違

う
角
度
か
ら
、

て
無
理
が
な
い
。

　

こ
れ
は
単
身
者
モ
デ
ル
で
の
検
討
に
す
ぎ
な
い
が
、
結
局
、「
ふ

つ
う
」
の
生
活
が
困
難
な
水
準
の
仕
事
・
所
得
と
そ
れ
を
補
完
で
き

な
い
社
会
保
障
環
境
は
、
多
様
な
回
路
を
通
じ
て
、
劣
悪
な
就
業
環

境
と
闘
う
力
の
減
退
、
労
働
力
の
破
壊
、
生
活
の
縮
小
再
生
産
を
生

み
出
す
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
本
稿
の
タ
イ
ト
ル
に
も
借

用
し
た
が
、
阿
部
彩
、
鈴
木
大
介
対
談
（『
貧
困
を
救
え
な
い
国
日
本
』
Ｐ

Ｈ
Ｐ
新
書
）
に
は
「『
貧
』
を
放
置
す
る
と
『
困
』
に
な
る
」
と
い
う

指
摘
が
あ
り
、
湯
浅
誠
は
「
す
べ
り
台
社
会
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ

て
い
る
。
江
口
英
一
は
往
年
の
日
雇
肉
体
労
働
者
に
つ
い
て
、「
破

壊
さ
れ
つ
つ
あ
る
労
働
力
」
と
い
う
規
定
を
与
え
た
が
（
江
口
英
一

『
現
代
の
「
低
所
得
層
」』
下
巻
、
一
九
七
九
）、「
破
壊
」
と
は
、
就
労
困
難

へ
の
移
行
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
筆
者
の
理
解
は
こ
れ
ら
の
見
解
と
重

な
っ
て
い
る
。

　
「
ふ
つ
う
」
の
生
活
を
送
り
、
就
業
能
力
、
健
康
、
ト
ラ
ブ
ル
へ

の
対
処
力
、
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
保
ち
、
保
険
事
故
時
に
は
社

会
保
険
給
付
で
し
の
ぐ
こ
と
が
で
き
る
、
そ
う
し
た
水
準
の
世
帯
所

得
は
、
生
活
保
護
が
想
定
す
る
最
低
限
度
よ
り
も
高
く
、
そ
れ
に
届

か
な
い
人
口
は
こ
の
二
〇
年
ほ
ど
の
労
働
市
場
変
動
に
よ
っ
て
、
相

当
に
増
え
た５
。
第
一
十
分
位
の
人
び
と
の
格
差
拡
大
と
所
得
停
滞
の

巨
大
な
背
景
で
あ
ろ
う
。

　

一
割
の
ひ
ど
い
貧
困
と
の
闘
い
は
、
最
低
賃
金
の
大
幅
引
き
上
げ

と
生
活
保
護
の
十
分
な
適
用
を
ふ
く
む
総
合
的
な
も
の
で
あ
る
必
要

が
あ
ろ
う
。
他
方
、「
ふ
つ
う
」
の
確
保
は
労
働
運
動
の
課
題
で
あ

る
と
と
も
に
、
一
割
の
ひ
ど
い
貧
困
と
闘
う
た
め
の
重
要
な
環
境
作

り
と
な
る
。
賃
金
問
題
の
か
ぎ
は
、
年
功
型
賃
金
の
復
活
で
は
な
く
、

男
女
と
も
に
、
最
低
で
も
単
身
者
が
ふ
つ
う
に
暮
ら
せ
る
賃
金
を
基

盤
と
し
た
賃
金
引
き
上
げ
で
あ
る
。
そ
れ
で
不
足
す
る
子
育
て
や
老

後
な
ど
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
上
の
諸
問
題
は
、
社
会
保
障
で
解
決
で
き
る

環
境
を
作
る
べ
き
だ
。

「
ふ
つ
う
」
が
も
つ
べ
き
「
余
裕
」
を
明
ら
か
に
す
る
。「
ふ
つ
う
の

ミ
ニ
マ
ム
」
と
生
活
保
護
利
用
者
の
消
費
支
出
額
の
差
は
月
七
・
八

万
円
と
相
当
に
大
き
い
。
な
か
で
も
、
交
通
・
通
信
費
、
教
養
・
娯

楽
費
、
そ
の
他
、
で
の
差
が
目
立
つ
。
こ
れ
は
自
動
車
保
有
、
付
き

合
い
の
費
用
、
通
信
・
情
報
取
得
費
用
、
こ
づ
か
い
・
娯
楽
費
な
ど

の
違
い
で
あ
り
、
こ
れ
ら
が
十
分
で
な
い
場
合
は
、
勤
労
疲
労
か
ら

の
回
復
や
気
晴
ら
し
の
不
足
、
交
友
範
囲
の
縮
小
、
情
報
資
源
や
人

的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
不
足
が
生
み
出
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え

１　
六
〇
〇
万
円
と
い
う
数
字
は
、
そ
こ
か
ら
親
の
勤
労
必
要
費
用
と
公
租
公
課
を

引
き
、
私
立
大
学
に
通
う
自
宅
生
の
平
均
学
費
一
三
七
万
円
と
学
生
の
生
活
費
四

四
万
円
（
学
生
支
援
機
構
『
学
生
生
活
調
査
』
二
〇
一
八
年
度
）
を
引
い
た
残
額

が
生
活
保
護
制
度
に
よ
る
四
人
世
帯
の
「
最
低
生
活
費
」
全
国
平
均
値
を
下
回
る

額
で
あ
る
。

２　
国
民
生
活
基
礎
調
査
は
社
会
保
障
給
付
を
ふ
く
め
て
所
得
を
調
査
し
て
い
る
。

生
活
保
護
に
よ
る
二
人
世
帯
の
「
最
低
生
活
費
」
の
平
均
値
は
、
一
級
地
―
一
で

二
一
〇
万
円
、
三
級
地
―
二
で
一
四
八
万
円
だ
が
（
被
保
護
者
調
査
、
二
〇
一
八

年
）、
第
一
十
分
位
値
を
二
人
世
帯
に
換
算
し
た
金
額
は
一
四
三
万
円
で
あ
り
、

三
級
地
―
二
の
最
低
生
活
費
よ
り
も
低
い
。
そ
の
た
め
、
生
活
保
護
を
利
用
し
て

い
れ
ば
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
、
ど
の
地
域
で
も
第
一
十
分
位
よ
り
も
高
い
所
得
を

得
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
な
お
、
世
帯
人
数
が
多
く
な
る
と
、「
最
低
生
活
費
」

と
第
一
十
分
位
値
換
算
値
と
の
差
は
さ
ら
に
開
く
。

３　
「
失
業
な
き
労
働
移
動
」
と
い
う
言
葉
は
、
一
九
八
〇
年
代
に
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ

ー
の
余
剰
人
員
の
ス
ム
ー
ズ
な
転
職
を
め
ざ
す
べ
く
、
政
府
、
財
界
団
体
、
連
合

が
協
力
し
て
立
ち
上
げ
た
「
産
業
雇
用
安
定
セ
ン
タ
ー
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
っ

た
。「
構
造
改
革
」
期
以
降
は
、
労
働
力
の
流
動
化
全
般
の
促
進
ス
ロ
ー
ガ
ン
と

な
り
、
安
倍
政
権
は
二
〇
一
三
年
に
こ
れ
を
強
く
打
ち
出
し
て
い
る
。

４　
初
回
受
給
者
は
そ
の
年
に
失
業
給
付
を
受
け
始
め
た
者
で
あ
り
、
受
給
実
人
員

は
、
月
ご
と
に
一
日
で
も
受
給
し
た
人
数
の
年
平
均
値
で
あ
る
。

５　
た
と
え
ば
、
一
九
九
七
年
か
ら
二
〇
一
七
年
で
、
男
性
三
五
～
三
九
歳
雇
用
者

の
年
収
五
〇
〇
万
円
以
上
割
合
は
五
一
％
か
ら
三
四
％
に
減
り
、
女
性
二
五
～
二

九
歳
雇
用
者
の
二
五
〇
万
円
未
満
割
合
は
五
二
％
か
ら
五
五
％
に
増
え
た
（
就
業

構
造
基
本
調
査
、
二
〇
一
二
年
消
費
者
物
価
で
調
整
）。

Ａ．25歳単身男性　
最低生計費（2016年
調査　盛岡市）

Ｂ．生活保護受給単
身世帯（2016年度２
級地－１）

消費支出　計 173,997 96,252
食　　費 40,083 30,574
住　居　費 35,000 25,256
水道・光熱 9,024 10,039
家具・家事用品 4,216 4,544
被服・履物 6,501 3,010
保健医療 2,596 1,937
交通・通信 39,697 7,114
教養・娯楽 17,533 4,108
そ　の　他 19,347 9,671

（円）

表１　「ふつうのミニマム」生計費と「最低限度」生計費

出所：後藤・中澤・木下・今野・福祉国家構想研究会編『最低賃
金1500円がつくる仕事と暮らし』大月書店、2018年、37頁

　　　社会保障生計費調査2016年


